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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置（ＵＥ）のユーザ情報パラメータを基地局が受信するステップ；
　前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピング情報に従って、前
記ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を前記基地局が決定するステップであ
って、前記マッピング情報は、前記ユーザ情報パラメータと前記ユーザグループの前記グ
ループ番号情報との間のマッピング関係であり、かつオペレータの運営ポリシーに従って
事前に設定され、そして前記ユーザ情報パラメータは前記ＵＥの特徴を識別するために使
用される情報パラメータである、ステップ；
　グループ情報を使用することにより前記ＵＥが属する前記ユーザグループを前記基地局
が識別するステップであって、前記グループ情報は：前記グループ番号情報を含む、ステ
ップ；及び
　１つ以上のユーザグループのリソース割合及び前記１つ以上のユーザグループの使用さ
れた複数のリソースについての統計上の情報に従って、前記基地局が、前記１つ以上のユ
ーザグループに対して前記基地局で使用される複数の無線リソースを割り当てるステップ
であって、前記１つ以上のユーザグループは前記ユーザグループを含む、ステップ；
　を備えるユーザ分類方法。
【請求項２】
　前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータを前記基地局が受信するステップは：
　コアネットワークにより送信された前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータを前記基地局
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が受信するステップ；又は
　前記基地局に隣接する基地局により送信された前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータを
前記基地局が受信するステップ；
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピング情報に従って、前
記ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を前記基地局が決定する前記ステップ
の前に、前記ユーザ分類方法は、さらに：
　前記ＵＥの公衆陸上移動通信網識別情報（ＰＬＭＮ　ＩＤ）を前記基地局が取得するス
テップ；
　前記ＰＬＭＮ　ＩＤに従って、前記ＵＥに対応する前記事前設定されたマッピング情報
を前記基地局が検出するステップ；
　を備え
　グループ情報を使用することにより前記ＵＥが属する前記ユーザグループを前記基地局
が識別する前記ステップは：
　前記グループ番号情報及び前記ＰＬＭＮ　ＩＤを共に使用することにより前記ＵＥの属
する前記ユーザグループを前記基地局が識別するステップ；
　を含む、請求項１から２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ情報パラメータは：
　ＲＡＴ／周波数優先順位についての加入者プロファイルＩＤ（ＳＰＩＤ）、又はサービ
ス品質クラス識別子（ＱＣＩ）、又はインターフェースの他のメッセージフィールドを含
む、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上のユーザグループのリソース割合及び前記１つ以上のユーザグループの使
用された複数のリソースの統計上の情報に従って、前記基地局が、前記１つ以上のユーザ
グループに対して前記基地局で使用される複数の無線リソースを割り当てる前記ステップ
は：
　前記１つ以上のユーザグループのリソース割合及び前記１つ以上のユーザグループの使
用された複数のリソースについての統計上の情報に従って、前記１つ以上のユーザグルー
プの優先順位を前記基地局が決定すること；及び
　前記基地局が、高い優先順位を伴うユーザグループに最初に前記複数の無線リソースを
割り当てること；
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　第１のユーザグループが存在する場合に、前記基地局が、前記第１のユーザグループに
対して現時点において前記基地局により使用される複数の無線リソースを他のユーザグル
ープに対して割り当てるステップであって、前記第１のユーザグループは前記現時点にお
いて如何なる無線リソースも利用しないユーザグループである、ステップ；
　をさらに備える、請求項１又は５に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局が、前記第１のユーザグループに対して現時点で前記基地局により使用され
る複数の無線リソースを他のユーザグループに対して割り当てる前記ステップは：
　他のユーザグループと前記第１のユーザグループとの間の属性関係に従って、前記基地
局が、前記第１のユーザグループに対して前記現時点において前記基地局により使用され
る前記複数の無線リソースを前記他のユーザグループに割り当てること；
　を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　基地局であって、
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　ユーザ装置（ＵＥ）のユーザ情報パラメータを受信するように構成される受信部；
　前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピング情報に従って、前
記ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を決定するように構成される決定部で
あって、前記マッピング情報は、前記ユーザ情報パラメータと前記ユーザグループの前記
グループ番号情報との間のマッピング関係であり、かつオペレータの運営ポリシーに従っ
て事前に設定され、そして前記ユーザ情報パラメータは前記ＵＥの特徴を識別するために
使用される情報パラメータである、決定部；
　グループ情報を使用することにより前記ＵＥが属する前記ユーザグループを識別する識
別部であって、前記グループ情報は：前記グループ番号情報を含む、識別部；及び
　１つ以上のユーザグループのリソース割合及び前記１つ以上のユーザグループの使用さ
れた複数のリソースについての統計上の情報に従って、前記１つ以上のユーザグループ対
して前記基地局で使用される複数の無線リソースを割り当てるように構成される割当部で
あって、前記１つ以上のユーザグループは前記ユーザグループを含む、割当部；
　を備える基地局。
【請求項９】
　前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータを受信するように構成される前記受信部は：
　コアネットワークにより送信された前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータを受信するよ
うに構成される；又は
　前記基地局に隣接する基地局により送信された前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータを
受信するように構成される、
　請求項８に記載の基地局。
【請求項１０】
　前記ＵＥの公衆陸上移動通信網識別情報（ＰＬＭＮ　ＩＤ）を取得するように構成され
る取得部；及び
　前記取得部により取得された前記ＰＬＭＮ　ＩＤに従って、前記ＵＥに対応する事前設
定されたマッピング情報を検出するように構成される探索部；
　をさらに備え、
　前記決定部は、前記受信部により受信された前記ＵＥの前記ユーザ情報パラメータ及び
前記探索部により検出された前記ＵＥに対応する前記事前設定されたマッピング情報に従
って、前記ＵＥの属する前記ユーザグループの前記グループ番号情報を決定するように構
成され、
　前記識別部は、具体的には、前記グループ番号情報及び前記ＰＬＭＮ　ＩＤを共に使用
することにより前記ＵＥの属する前記ユーザグループを識別するように構成される；
　請求項８から９のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項１１】
　前記割当部は、前記決定部により決定された高い優先順位を伴うユーザグループに、前
記基地局で使用される複数の無線リソースを最初に割り当てるように構成され；
　前記決定部により前記高い優先順位を伴う前記ユーザグループを決定することは：前記
１つ以上のユーザグループの前記リソース割合及び前記１つ以上のユーザグループの使用
された複数のリソースについての統計上の情報に従って、前記１つ以上のユーザグループ
の優先順位を決定すること、及び前記高い優先順位を伴う前記ユーザグループを決定する
ことを含む、
　請求項８に記載の基地局。
【請求項１２】
　前記割当部は、第１のユーザグループが存在する状況において、前記第１のユーザグル
ープに対して現時点において前記基地局により使用される複数の無線リソースを他のユー
ザグループに対して割り当てるように、さらに構成され、かつ前記第１のユーザグループ
は、前記現時点において如何なる無線リソースも使用しないユーザグループである、
　請求項８又は１１に記載の基地局。
【請求項１３】
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　前記割当部は、他のユーザグループと前記第１のユーザグループとの間の属性関係に従
って、前記第１のユーザグループに対して前記現時点において前記基地局により使用され
る前記複数の無線リソースを前記他のユーザグループに割り当てるように構成される、
　請求項１２に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信の分野に関連し、そして特に、ユーザ分類方法及び装置に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ　（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ロングタームエボルーション）
は、３ＧＰＰ（Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ、第３世代パートナーシッププロジェクト）に基づくＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ、ユニバ
ーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム）技術のロングタームエボルーシ
ョンであり、そして３Ｇの無線アクセス技術を改善する３Ｇと４Ｇとの間の技術の移行で
ある。ＬＴＥネットワークは複数の共有されないネットワーク及び複数の共有されるネッ
トワークに分類される。共有されないネットワークにおいて、ネットワークの中の複数の
基地局は共有されず、そして各オペレータは自身の複数の基地局を利用可能な状態とし、
かつ使用する。共有されたネットワークにおいて、ネットワークの中の基地局は共有され
、そして複数のオペレータが共有された基地局を共同で配置及び使用する。共有されない
ネットワークにおける基地局側において、全てのユーザは１つだけのオペレータによりサ
ービスを提供される、すなわち、同じ基地局によりサービスを提供される複数ユーザは同
じオペレータに属する。共有されたネットワークにおいて、３ＧＰＰプロトコルの規定に
よれば、各ユーザは、ネットワークにアクセスする場合に、ユーザによって選ばれたオペ
レータのＰＬＭＮ　ＩＤ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ、公衆陸上移動通信網識別情報）を提供する必要がある；この場合、基地
局側においては、複数のオペレータが異なる複数のユーザにサービスを提供する、すなわ
ち、同じ基地局によりサービスの提供をうける複数のユーザは異なるオペレータに属する
可能性がある。
【０００３】
　共有されないネットワーク及び共有されたネットワークにおいて、場合によっては、基
地局側における特定のクラスのユーザに関して統計をとる、例えば、ローミングユーザに
ついて統計をとることが必要である。しかしながら、従来技術における共有されないネッ
トワーク及び共有されるネットワークにおいて、基地局側の要件に従ってサービスの提供
を受ける複数のユーザを分類することはできず、複数のオペレータにとって、より良いサ
ービスを提供することはできない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の複数の実施例は、サービスの提供を受ける複数のユーザをグループ分けするた
めのユーザのグループ分け方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明の複数の実施例は次の複数の技術的な解決手段を採
用する：
【０００６】
　第１の態様において、本発明の実施例は、以下の内容を含むユーザ分類方法を提供する
：ユーザ装置ＵＥの受信したユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピング情報に
従って、ＵＥが属するユーザグループのグループ番号情報を決定し、ここで、前記マッピ
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ング情報は前記ユーザ情報パラメータと前記ユーザグループの前記グループ番号情報の間
のマッピング関係であり、かつオペレータの運営上のポリシーに従って事前設定され、か
つ前記ユーザ情報パラメータは前記ＵＥの特徴を識別するために使用される情報パラメー
タであり；そして前記グループ番号情報を含む前記グループ情報を使用することにより、
前記ＵＥが属する前記ユーザグループを識別する。
【０００７】
　第１の可能な実施方法は：前記１つ以上のユーザグループのリソース割合に従って、１
つ以上のユーザグループに複数のリソースを割り当てることを含む。
【０００８】
　前記第１の態様又は前記第１の態様の前記第１の可能な実施方法と結合して、第２の可
能な実施方法は：１つ以上のユーザグループについて性能統計を取ることを含む。
【０００９】
　第２の態様において、本発明の実施例は、ユーザ分類装置を提供し、当該ユーザ分類装
置は：ユーザー装置ＵＥの受信されたユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピン
グ情報に従って、ＵＥが属するユーザグループのグループ番号情報を決定するように構成
される、決定部であって、前記マッピング情報はユーザ情報パラメータ及とユーザグルー
プのグループ番号情報との間のマッピング関係であって、かつオペレータの運営上のポリ
シーに従って事前設定され、かつユーザ情報パラメータはＵＥの特徴を識別するために使
われる情報パラメータである、決定部；及び前記グループ情報番号を含む前記グループ情
報を使用することにより前記ＵＥが属する前記ユーザグループを識別するように構成され
る識別部；を含む。
【００１０】
　第３の側面において、本発明の実施例は、ユーザ分類装置を提供し、当該ユーザ分類装
置は：ユーザ装置ＵＥの受信したユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピング情
報に従って、前記ＵＥが属するユーザグループのグループ番号情報を決定するように構成
されるプロセッサであって、前記マッピング情報は前記ユーザ情報パラメータと前記ユー
ザグループの前記グループ番号情報との間のマッピング関係であり、かつオペレータの運
営上のポリシーに従って事前設定され、そして前記ユーザ情報パラメータは前記ＵＥの特
徴を識別するために使用される情報パラメータである、プロセッサ；を含み、前記プロセ
ッサはさらに、前記グループ番号情報を含む前記グループ情報を使用することにより、前
記ＵＥが属する前記ユーザグループを識別するように構成される。
【００１１】
　本発明の複数の実施例はユーザ分類方法及び装置を提供する。ここで、ＵＥが属するユ
ーザグループのグループ番号情報は、受信された前記ＵＥのユーザ情報パラメータに従っ
て受信された前記ＵＥのユーザ情報パラメータを探索することによって決定され、そして
前記ＵＥが属する前記ユーザグループは、前記グループ番号情報を含むグループ情報に従
って識別され、これによりサービスの提供を受ける複数のユーザを分類する。このため、
オペレータは、異なる複数のユーザグループに対して関連する処理を実行することが可能
となり、そして当該オペレータにとってより良いサービスを提供することができる。
【００１２】
　本発明の複数の実施例における又は従来技術における複数の技術的解決手段をより明確
に説明するために、以下において複数の実施例又は従来技術に対して必要な添付の複数の
図面を簡単に紹介する。明らかに、以下の説明における添付の複数の図面は、単に本発明
のいくつかの実施例を示すだけであり、そして当業者は創造的な努力なしでこれらの添付
の図面からさらに他の複数の図面を導出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に従う、ユーザ分類方法の概略図である。
【００１４】
【図２】本発明の実施例に従う、他のユーザ分類方法の概略図である。
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【００１５】
【図３】本発明の実施例に従う、さらに他のユーザ分類方法の概略図である。
【００１６】
【図４】本発明の実施例に従う、ユーザ分類装置の概略構成図である。
【００１７】
【図５】本発明の実施例に従う、他のユーザ分類装置の概略構成図である。
【００１８】
【図６】本発明の実施例に従う、他のユーザ分類装置の概略構成図である。
【００１９】
【図７】本発明の実施例に従う、他のユーザ分類装置の概略構成図である。
【００２０】
【図８】本発明の実施例に従う、他のユーザ分類装置の概略構成図である。
【００２１】
【図９】本発明の実施例に従う、他のユーザ分類装置の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下において、本発明の複数の実施例における複数の添付図面を参照して、本発明の複
数の実施例における複数の技術的解決手段を明確に説明する。明らかに、説明される複数
の実施例は、本発明の実施例の全てではなく、単にその部分に過ぎない。本発明の複数の
実施例に基づいて創造的な努力なしで当業者により得られる他の全ての実施例はこの発明
の保護範囲に属さなければならない。
【００２３】
　本発明の実施例は、ユーザ分類方法を提供する。図１に示されるように、方法は以下の
複数のステップを含む：
【００２４】
　本発明の実施例により提供されるユーザ分類方法に従う、サービスの提供を受ける複数
のユーザを分類するための装置は、基地局、ネットワークコントローラ、又は他の装置で
あってもよく、これについては本発明においては限定されない、ということに注意すべき
である。本発明の全ての実施例において、説明のための例として基地局が使用される。
【００２５】
　１０１：ユーザ装置ＵＥのユーザ情報パラメータを受信する。
【００２６】
　当該ユーザ情報パラメータは、ユーザ装置ＵＥのパラメータである。
【００２７】
　具体的には、ＵＥにより基地局にアクセスすることは２つの場合に分類される。第１の
場合は、当該基地局にアクセスする前に、ＵＥは、他のいかなる基地局にもアクセスしな
い、すなわち、それはＵＥが基地局にアクセスする最初の時である；代替的に、当該基地
局にアクセスする前に、ＵＥは他の隣接する基地局にすでにアクセスしており、かつ当該
他の隣接する基地局から当該基地局にハンドオーバされる必要があり、かつ当該隣接する
基地局及び当該基地局が異なるコアネットワークに接続されている場合、当該基地局は、
当該基地局が接続されているコアネットワークにより送信されるＵＥのユーザ情報パラメ
ータを受信する。
【００２８】
　第２の場合は、この基地局にアクセスする前に、ＵＥは他の隣接する基地局に既にアク
セスしており、かつ当該他の隣接する基地局からこの基地局にハンドオーバされる必要が
あり、かつ当該隣接する基地局及び当該基地局は同じコアネットワークに接続されており
；この場合、当該基地局は当該隣接する基地局により送信されたＵＥのユーザ情報パラメ
ータを受信する。
【００２９】
　選択的に、ユーザ情報パラメータはＳＰＩＤ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ
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　ＩＤ　ｆｏｒ　ＲＡＴ／Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ、ＲＡＴ／周波数優先
順位に対する加入者プロファイルＩＤ）である。ＳＰＩＤパラメータはユーザ情報を記述
するためのインデックス値である。
【００３０】
　また、ユーザ情報パラメータは、ＱＣＩ（ＱＯＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
、サービス品質クラス識別子）フィールド又はインタフェースにおける他のメッセージフ
ィールドであってもよく、ここでインタフェースはＳ１インタフェース、Ｘ２インタフェ
ース、又は他のインタフェースであってもよく；本発明はユーザ情報パラメータがどのイ
ンタフェースのどのメッセージフィールドであるかを限定しない、ということに注意すべ
きである。
【００３１】
　本発明の全ての実施例において、ユーザ装置ＵＥのユーザ情報パラメータとは、現時点
におけるＵＥのユーザ情報パラメータのことを言う、ということに注意すべきである。
【００３２】
　コアネットワーク又は隣接する基地局がＵＥのユーザ情報パラメータを送る場合、ＵＥ
のユーザ情報パラメータは他のメッセージの中で送信されてもよい、ということに注意す
べきである。例えば、ＵＥが初めて基地局にアクセスする場合、コアネットワークは「ｉ
ｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｔｅｘｔ　ｓｅｔｕｐ　ｒｅｑｕｅｓｔ」の中又は他のメッセージ
の中においてＵＥのユーザ情報パラメータを送信し、そして基地局にそれを送信してもよ
い。隣接する基地局から当該基地局までＵＥがハンドオーバされ、かつ隣接する基地局及
び当該基地局が異なるコアネットワークに接続されている場合、コアネットワークはハン
ドオーバ要求の中又は他のメッセージの中でユーザ情報パラメータを送信してもよく、そ
して基地局にそれを送信してもよい。また、隣接する基地局は、ハンドオーバ要求又は他
のメッセージの中でＵＥのユーザ情報パラメータを送信してもよく、そして基地局にそれ
を送信してもよい。確かに、コアネットワーク又は隣接する基地局は、さらに、ＵＥのユ
ーザ情報パラメータを直接基地局に送信してもよい。基地局がＵＥのユーザ情報パラメー
タを受信することができる限り、本発明は、コアネットワーク又は隣接する基地局がＵＥ
のユーザ情報パラメータを基地局に送信する方法を限定しない。
【００３３】
　１０２：ＵＥの受信されたユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピング情報に
従って、ＵＥが属するユーザグループのグループ番号情報を決定する。
【００３４】
　マッピング情報はユーザ情報パラメータとユーザグループのグループ番号情報との間の
マッピング関係である。
【００３５】
　オペレータの運営上のポリシーに従って、マッピング情報が事前設定される、というこ
とに注意すべきである。ユーザグループは、運営上のポリシーに従って、オペレータによ
り事前に設定される。
【００３６】
　具体的には、事前設定されたマッピング情報からＵＥが属するユーザグループのグルー
プ番号情報を取得するために、ＵＥのユーザ情報パラメータを受信した後、基地局は、Ｕ
Ｅのユーザ情報パラメータに従って、記憶及び事前設定されたマッピング情報を探索する
。
【００３７】
　基地局は、事前設定されたマッピング情報をテーブルの形式で記憶してもよい、という
ことに注意すべきである。例えば、下記の表１に示されるように、表１はユーザ情報パラ
メータ（ＳＰＩＤ値）とグループ番号情報（グループ番号）との間のマッピング関係を示
す。確かに、事前設定されたマッピング情報は、さらに、他の形式において記憶されても
よいが、これについては本発明は限定しない。
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【表１】

【００３８】
　表１から理解できるように、異なる複数のＳＰＩＤ値が同じユーザグループのグループ
番号情報にマッピングされてもよく、そしてまた、確かに、異なる複数のユーザグループ
のグループ番号情報にマッピングされてもよい、ということに注意すべきである。ＳＰＩ
Ｄ値が具体的にマッピングされるユーザグループのグループ番号情報は、各オペレータに
より決定される。基地局が複数のオペレータにサービスを提供する場合、異なる複数のオ
ペレータの複数の運営上のポリシーは、同じであってもよく又は異なってもよい。すなわ
ち、基地局により記憶される異なる複数のオペレータに対応する事前設定されたマッピン
グ情報は、同じであってもよく、又は異なってもよい。異なる複数のオペレータに対応す
る事前設定されたマッピング情報が同じである場合、基地局は事前設定されたマッピング
情報の１部のコピーだけを記憶してもよい。各オペレータに対応する事前設定されたマッ
ピング情報が異なる場合、各オペレータに対する事前設定されたマッピング情報に対応す
るコピーを基地局は記憶すべきである。
【００３９】
　１０３：グループ情報を使用することにより、ＵＥが属するユーザグループを識別する
。
【００４０】
　グループ情報はグループ番号情報を含む。
【００４１】
　具体的には、ＵＥが属するユーザグループは、グループ情報の中のグループ番号情報を
使うことにより、識別される。
【００４２】
　例えば、ＵＥに対応しているグループ番号情報が１であり、そしてＳＰＩＤ値が０であ
る場合、グループ番号情報１はそのＳＰＩＤが０であるＵＥが属するユーザグループを識
別するために使われる。
【００４３】
　異なる複数のオペレータの複数の運営上のポリシーが同じである場合、異なる複数のオ
ペレータに対応する事前設定されたマッピング情報は同じであってもよく、そしてこの場
合、異なる複数のオペレータの複数のＵＥであって、そして同じユーザ情報パラメータを
持つ複数のＵＥは、同じユーザグループに属してもよく、そして当該複数のＵＥが属する
ユーザグループは、グループ番号情報を使用して特定される。
【００４４】
　例えば、ＵＥ１により選択されたオペレータはオペレータＡであり、そのＰＬＭＮ　Ｉ
Ｄ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、公衆
陸上移動通信網識別情報）はＳ１であり、かつＵＥ１のＳＰＩＤは０である；ＵＥ２によ
り選択されたオペレータはオペレータＡであり、そのＰＬＭＮ　ＩＤはＳ１であり、かつ
ＵＥ２のＳＰＩＤは１である；ＵＥ３により選択されたオペレータはオペレータＢであり
、そのＰＬＭＮ　ＩＤはＳ２であり、かつＵＥ３のＳＰＩＤは０である。事前設定された
マッピング情報に従ってＵＥ１のＳＰＩＤがマッピングされたグループ番号情報は１であ



(9) JP 6043430 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

り、事前設定されたマッピング情報に従ってＵＥ２のＳＰＩＤがマッピングされたグルー
プ番号情報は２であり、そして事前設定されたマッピング情報に従ってＵＥ３のＳＰＩＤ
がマッピングされたグループ番号情報は１である。この場合、グループ情報はグループ番
号情報を含む；その後、ＵＥ１が属するユーザグループが１により識別され、ＵＥ２が属
するユーザグループが２により識別され、そしてＵＥ３が属するユーザグループが１によ
り識別される。ユーザが属するユーザグループがグループ番号情報のみに従って識別され
る場合、ＵＥ１とＵＥ３が異なる複数のオペレータを選択するとしても、ＵＥ１とＵＥ３
は、１により識別される同じユーザグループに属する。
【００４５】
　本発明の実施例は、ユーザ分類方法であって、ＵＥが属するユーザグループのグループ
番号情報を決定するために、ＵＥのユーザ情報パラメータが受信され、当該ユーザ情報に
従って事前設定されたマッピング情報が探索される、ユーザ分類方法、を提供する。そし
て、オペレータが複数の異なるユーザグループについて関連する処理を実行し、かつ当該
オペレータにとってより良いサービスを提供できるようにするために、ＵＥが属するユー
ザグループは、グループ番号情報に従って識別され、これによりサービスの提供を受ける
複数のユーザが分類される。
【００４６】
　図２において示されるように、ステップ１０２の前に、当該方法はさらに以下の複数の
ステップを含む：
【００４７】
　１０４：当該ＵＥの公衆陸上移動通信網識別情報を取得する。
【００４８】
　具体的には、この基地局にアクセスする前に、ＵＥが他のいかなる基地局にもアクセス
しない場合、すなわち、ＵＥが基地局にアクセスする最初のときである場合であって、Ｕ
Ｅがリンク設定の要求を送る場合に、ＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤが送信される、すなわち、リ
ンク設定の要求はＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤを送信する；リンク設定の要求を受信する場合、
基地局はＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤを取得する。
【００４９】
　この基地局にアクセスする前に、ＵＥが別の隣接する基地局に既にアクセスしていた場
合であって、当該基地局にハンドオーバ関連のメッセージを送信する場合には、コアネッ
トワーク又は隣接する基地局がハンドオーバ関連のメッセージの中に、ＵＥのＰＬＭＮ　
ＩＤを加える；その後、コアネットワーク又は隣接する基地局により送信されたハンドオ
ーバ関連のメッセージを受け取る場合、当該基地局はＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤを取得する。
【００５０】
　この場合、グループ情報はさらにＰＬＭＮ　ＩＤを含む。
【００５１】
　この場合、グループ情報を使用することにより、ＵＥが属するユーザグループを識別す
るステップ１０３は：グループ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤを共に使用することにより、
ＵＥが属するユーザグループを識別することを含む。
【００５２】
　具体的には、各オペレータのＰＬＭＮ　ＩＤは異なるので、異なる複数のオペレータの
複数のユーザが同じユーザグループに属することは不可能である。すなわち、異なる複数
のオペレータの複数のユーザは異なる複数のユーザグループに属する。この場合、ＵＥが
属するユーザグループは、ＰＬＭＮ　ＩＤ及びグループ番号情報を共に使用することによ
り、識別される；ＵＥが属するユーザグループは、「ＰＬＭＮ　ＩＤ＋グループ番号情報
」の形式で識別されてもよい。
【００５３】
　前述の例において説明されるように、ＵＥ１により選択されたオペレータはオペレータ
Ａであり、そのＰＬＭＮ　ＩＤはＳ１であり、かつＵＥ１のＳＰＩＤは０である；ＵＥ２
により選択されたオペレータはオペレータＡであり、そのＰＬＭＮ　ＩＤはＳ１であり、
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かつＵＥ２のＳＰＩＤは１である；ＵＥ３により選択されたオペレータはオペレータＢで
あり、そのＰＬＭＮ　ＩＤはＳ２であり、かつＵＥ３のＳＰＩＤは０である。事前設定さ
れたマッピング情報に従ってＵＥ１のＳＰＩＤがマッピングされたグループ番号情報は１
であり、事前設定されたマッピング情報に従ってＵＥ２のＳＰＩＤがマッピングされたグ
ループ番号情報は２であり、そして事前設定されたマッピング情報に従ってＵＥ３のＳＰ
ＩＤがマッピングされたグループ番号情報は１である。この場合、グループ情報はグルー
プ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤを含む；異なる複数のオペレータの複数のユーザのグルー
プ番号情報は同じであるが、ＰＬＭＮ　ＩＤが異なっているため、複数のユーザが同じユ
ーザグループに属することは不可能である。この場合、ＵＥ１が属するユーザグループは
Ｓ１＋１の形式において識別され、ＵＥ２が属するユーザグループはＳ１＋２の形式にお
いて識別され、そしてＵＥ３が属するユーザグループはＳ２＋１の形式において識別され
る。
【００５４】
　また、ＵＥが属するユーザグループは、他の形式のＰＬＭＮ　ＩＤ及びグループ番号を
共に使用することにより識別されてもよく、これについては本発明は限定しない、という
ことに注意すべきである。
【００５５】
　グループ情報のグループ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤに従ってＵＥが属するユーザグル
ープを識別することにより、異なる複数のオペレータの複数のＵＥであって、そして同じ
グループ番号情報を有する複数のＵＥは、異なる複数のユーザグループに属することにな
り、そして複数のＵＥはさらに分類され、これにより、サービスの提供を受ける複数のユ
ーザを分類する。このため、オペレータは関連する処理を異なる複数のユーザグループに
ついて行うことが可能となり、そしてオペレータにとってより良いサービスを提供するこ
とが可能となる。
【００５６】
　１０５：ＰＬＭＮ　ＩＤに従って、ＵＥに対応する事前設定されたマッピング情報を検
出する。
【００５７】
　具体的には、基地局が複数のオペレータにサービスを提供する場合、異なる複数のオペ
レータの複数の運営上のポリシーは同じであってもよく、又は異なっていてもよい。すな
わち、基地局により記憶される異なる複数のオペレータに対応する事前設定されたマッピ
ング情報は同じであってもよく、又は異なっていてもよい。各オペレータに対応する事前
設定されたマッピング情報が異なる場合、基地局は各オペレータに対する対応する事前設
定されたマッピング情報のコピーを記憶するべきである。この場合、基地局は、ＰＬＭＮ
　ＩＤに従って、ＵＥに対応するオペレータの事前設定されたマッピング情報を検出する
。
【００５８】
　ステップ１０４及び１０５により、ＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤが取得される；基地局が複数
の事前設定されたマッピング情報を記憶する場合、ＵＥに対応する事前設定されたマッピ
ング情報はＰＬＭＮ　ＩＤに従って検出され、これにより、ＵＥのグループ番号情報が決
定され；そして、異なる複数のオペレータの複数のＵＥであり、かつ同じグループ番号情
報を有する複数のＵＥが異なる複数のユーザグループに属するように、ＵＥが属するユー
ザグループは、グループ情報のグループ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤに従って識別される
。これにより、異なる複数のオペレータのサービスの提供を受ける複数のユーザを分類し
、従って、オペレータは異なる複数のユーザグループについて関連した処理を行うことが
可能となり、そしてオペレータにとってより良いサービスが提供される。
【００５９】
　基地局によりサービスの提供を受ける複数のユーザを異なる複数のユーザグループに分
類した後で、図３において示されるように、方法はさらに次の複数のステップを含む：
【００６０】
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　１０６：１つ以上のユーザグループのリソース割合に従って１つ以上のユーザグループ
にリソースを割り当てる。
【００６１】
　基地局は、ＵＥのユーザ情報パラメータ及び事前設定されたマッピング情報に従って、
ＵＥが属するユーザグループを決定する、又は基地局は、ＵＥのユーザー情報パラメータ
、事前設定されたマッピング情報、及びＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤに従って、ＵＥが属するユ
ーザグループを決定する；従って、基地局は、当該基地局によりサービスの提供をうける
全てのＵＥを１つ以上のユーザグループに分類する。このようにして、基地局は、異なる
複数のユーザグループに従って、複数のリソースを割り当てることができる。
【００６２】
　具体的には、１つ以上のユーザグループのリソース割合及び１つ以上のユーザグループ
の使用された複数のリソースについての統計上の情報に従って、基地局は１つ以上のユー
ザグループの優先順位を決定し、そして高い優先順位を伴うユーザグループに対して最初
に複数のリソースを割り当てる。
【００６３】
　１つ以上のユーザグループの優先順位を決定した後、高い優先順位を伴うユーザグルー
プにより必要とされる複数のリソースが基地局の全てのリソースである場合、基地局は、
高い優先順位を伴う当該ユーザグループに全てのリソースを割り当てる。高い優先順位を
伴うユーザグループにより必要とされる複数のシステムリソースが基地局の全てのリソー
スのｎ％を占める場合、基地局は、高い優先順位を伴う当該ユーザグループに全てのリソ
ースのうちのｎ％を割り当てる。ここで、ｎは、０以上かつ１００以下の数である。
【００６４】
　基地局の使用されないリソースのうちの１－ｎ％は、当該基地局により他のユーザグル
ープに割り当てられてもよく、又は予備とされ、かつ他のグループに対して割り当てられ
なくてもよく、これについて本発明のおいては限定されない、ということに注意すべきで
ある。
【００６５】
　各ユーザグループのリソース割合は、オペレータにより事前に設定される、ということ
に注意すべきである。
【００６６】
　第１のユーザグループが存在する場合、現時点における第１のユーザグループの複数の
リソースは、他のユーザグループに割り当てられている。
【００６７】
　当該第１のユーザグループは、当該現時点において如何なるリソースも使用しないユー
ザグループである、ということに注意すべきである。
【００６８】
　選択的に、他のユーザグループと当該第１のユーザグループとの間の属性関係に従って
、当該現時点における第１のユーザグループの複数のリソースは、当該他のユーザグルー
プに割り当てられている。
【００６９】
　例えば、他の複数のユーザグループの中で、当該第１のユーザグループと同じオペレー
タに属するユーザグループが存在する場合、当該現時点における第１のユーザグループの
複数のリソースは、最初に当該第１のユーザグループと同じオペレータに属するユーザグ
ループに割り当てられる。
 
【００７０】
　他のユーザグループと当該第１のユーザグループとの間の属性関係に従うということは
、他のユーザグループが当該第１のユーザグループと同じオペレータに属する他のユーザ
グループであるか否かに従うだけでなく、他の属性関係に従うことについても言及し、こ
れについて本発明においては限定されない、ということに注意すべきである。
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【００７１】
　１０７：１つ以上のユーザグループについて性能統計を取る。
【００７２】
　具体的には、異なる複数のユーザグループに従って、異なる複数のユーザグループの中
の複数のユーザについて性能統計が取られる。例えば、ある期間内において、各ユーザグ
ループにより実際に使用された複数の無線リソースのリソース量について統計が取られる
か、又は各ユーザグループの実際のハンドオーバ性能指標情報について統計が取られるか
、又は他の性能パラメータについて統計が取られる。
【００７３】
　ステップ１０６と１０７の順序は必要に応じて調整されてもよい、ということに注意す
べきであり；本発明はステップ１０６と１０７の順序を限定せず、かつ図はただ１つの状
況だけを示している。
【００７４】
　サービスの提供を受ける複数のユーザがステップ１０６と１０７により分類された後、
複数のリソースが異なる複数のユーザグループに割り当てられ、かつ異なる複数のユーザ
グループの性能情報についての統計が取られ、従ってオペレータは複数のユーザに対して
より良いサービスを提供することができ、これによりユーザの使用感を改善することがで
きる。
【００７５】
　本発明の実施例はユーザ分類方法を提供し；ＵＥのユーザ情報パラメータが受信され、
かつ当該ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を決定するために、当該ユーザ
情報に従って事前設定されたマッピング情報が探索され；当該グループ番号情報を含むグ
ループ情報に従って、当該ＵＥの属するユーザグループが識別される。代替的に、グルー
プ情報は当該グループ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤ情報を含む。サービスの提供を受ける
複数のユーザが分類され；さらに、異なる複数のユーザグループについてリソース割り当
てが行われ、かつ性能統計が取られ；これにより、オペレータは、異なる複数のユーザグ
ループについて関連する処理を行うことが可能となり、そしてオペレータにとってより良
いサービスを提供することが可能となる。
【００７６】
　本発明の実施例は、ユーザ分類方法を提供する。図４において示されるように、当該方
法は、以下の複数のステップを含む：
【００７７】
　本ユーザ分類方法は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、３ＧＰＰの
ロングタームエボルーション）シナリオに対して適用され、かつこの場合において、当該
ユーザ分類方法を使用する装置は、ＬＴＥのｅＮｏｄｅＢ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＮｏｄｅＢ
、拡張されたＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ、ユニバーサル移動体通信システム）陸上無線アクセスネッ
トワークノードＢ（ｎｏｄｅ　Ｂ））であってもよい、ということに注意すべきである。
【００７８】
　本発明の全ての実施例において、当該ユーザ分類方法は、ＬＴＥシナリオに対して適用
可能であるだけでなく、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、汎欧州デジタル移動電話方式）シナリオに
対しても適用可能であり、かつＵＭＴＳシナリオに対しても適用可能である、ということ
に注意すべきである。確かに、当該ユーザ分類方法は、他の無線ネットワークシナリオに
対しても、さらに、適用可能であり、かつ本発明は、ユーザ分類の適用シナリオを限定し
ない。
【００７９】
　４０１：ｅＮｏｄｅＢは、ＵＥのユーザ情報パラメータを受信する。
【００８０】
　具体的には、ステップ１０１を参照することが可能であり、そしてここにおいて、再度
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の説明は行わない。
【００８１】
　ｅＮｏｄｅＢがただ１つだけのオペレータの複数のＵＥにサービスを提供する場合、ス
テップ４０４から４０７は直接行われてもよい、ということに注意すべきである。ｅＮｏ
ｄｅＢが複数のオペレータの複数のＵＥにサービスを提供する場合、ステップ４０２から
４０７が実行される。
【００８２】
　４０２：ｅＮｏｄｅＢは、ＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤを取得する。
【００８３】
　具体的には、ステップ１０４を参照することが可能であり、そしてここでは再度の説明
は行われない。
【００８４】
　４０３：ｅＮｏｄｅＢは、ＰＬＭＮ　ＩＤに従って、ＵＥに対応する事前設定されたマ
ッピング情報を検出する。
【００８５】
　具体的には、ステップ１０５を参照することが可能であり、そしてここでは再度の説明
は行われない。
【００８６】
　４０４：ｅＮｏｄｅＢは、受信されたＵＥのユーザ情報パラメータ及び事前設定された
マッピング情報に従って、ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を決定する。
【００８７】
　具体的には、ステップ１０２を参照することが可能であり、そしてここでは再度の説明
は行われない。
【００８８】
　４０５：ｅＮｏｄｅＢは、グループ情報を使用することにより、ＵＥが属するユーザグ
ループを識別する。
【００８９】
　具体的には、ステップ１０３を参照することが可能であり、そしてここでは再度の説明
は行われない。
【００９０】
　４０６：ｅＮｏｄｅＢは、１つ以上のユーザグループのリソース割合に従って、当該１
つ以上のユーザグループに複数のリソースを割り当てる。
【００９１】
　具体的には、ステップ１０６を参照することが可能であり、そしてここでは再度の説明
は行われない。
【００９２】
　４０７：ｅＮｏｄｅＢは、当該１つ以上のユーザグループについて、性能統計を取る。
【００９３】
　具体的には、ステップ１０７を参照することが可能であり、そしてここでは再度の説明
は行われない。
【００９４】
　本発明の実施例はユーザ分類方法を提供し；ＵＥのユーザ情報パラメータが受信され、
かつＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を決定するために、ユーザ情報パラ
メータに従って事前設定されたマッピング情報が探索され；当該グループ番号情報を含む
グループ情報に従って、ＵＥの属するユーザグループが識別される。代替的に、グループ
情報は、グループ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤ情報を含む。サービスの提供を受ける複数
のユーザが分類され；さらに、異なる複数のユーザグループについてリソース割り当てが
行われ、かつ性能統計が取られ；従って、オペレータは、異なる複数のユーザグループに
ついて関連する処理を行うことが可能となり、かつ当該オペレータにとってより良いサー
ビスを提供することができる。
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【００９５】
　本発明の実施例は、ユーザ分類装置を提供する。図５において示されるように、ユーザ
分類装置は以下の内容を含む：
【００９６】
　受信部５０１は、ユーザ装置ＵＥのユーザ情報パラメータを受信するように構成される
。
【００９７】
　当該ユーザ情報パラメータは、ＵＥの特徴を識別するために使用される情報パラメータ
である。
【００９８】
　具体的には、受信部５０１はコアネットワークにより送信されるＵＥのユーザ情報パラ
メータを受信するように具体的に構成され；或いは受信部５０１は、具体的には、隣接す
る基地局により送信されるＵＥのユーザ情報パラメータを受信するように構成される。
【００９９】
　決定部５０２は、受信部５０１により受信されたＵＥのユーザ情報パラメータ及び事前
設定されたマッピング情報に従って、ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を
決定するように構成される。
【０１００】
　当該マッピング情報は、ユーザ情報パラメータとユーザグループのグループ番号情報と
の間のマッピング関係であり、かつオペレータの運営ポリシーに従って事前に設定される
。
【０１０１】
　識別部５０３は、グループ情報を使用することにより、ＵＥの属するユーザグループを
識別するように構成される。
【０１０２】
　グループ情報は、決定部５０２により決定されるグループ番号情報を含む。
【０１０３】
　図６において示されるように、上記装置はさらに：
　ＵＥの公衆陸上移動通信網識別情報であるＰＬＭＮ　ＩＤを取得するように構成される
取得部５０４；を含む。
【０１０４】
　図６を参照すると、上記装置は、さらに：
　取得部５０４により取得されたＰＬＭＮ　ＩＤに従ってＵＥに対応する事前設定された
マッピング情報を検出するように構成される探索部５０５；を含む。
【０１０５】
　決定部５０２は、具体的には、受信部５０１により受信されたＵＥのユーザ情報パラメ
ータ及び探索部５０５により検出されたＵＥに対応する事前設定されたマッピング情報に
従って、ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報を決定するように構成される。
【０１０６】
　また、グループ情報は、さらに、ＰＬＭＮ　ＩＤを含む。
【０１０７】
　この場合において、上記ユーザ分類装置における識別部５０３は、具体的には、グルー
プ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤを共に使用することにより、ＵＥの属するユーザグループ
を識別するように構成される。
【０１０８】
　図７において示されるように、上記装置は、さらに：
　１つ以上のユーザグループのリソース割合に従って、前記１つ以上のユーザグループに
複数のリソースを割り当てるように構成される割当部５０６；を含む。
【０１０９】
　また、決定部５０２は、当該１つ以上のユーザグループのリソース割合及び当該１つ以
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上のグループの使用された複数のリソースについての統計的情報に従って、当該１つ以上
のユーザグループの優先順位を決定するように、さらに構成される。
【０１１０】
　割当部５０６は、具体的には、決定部５０２により決定された高い優先度を伴うユーザ
グループに対して複数のリソースを最初に割り当てるように構成される。
【０１１１】
　また、割当部５０６は、第１のユーザグループが存在する状況において、現時点におけ
る第１のユーザグループの複数のリソースを他のユーザグループに割り当てるように、さ
らに構成される。
【０１１２】
　当該第１のユーザグループは、当該現時点において如何なるリソースも使用しないユー
ザグループである。
【０１１３】
　具体的には、割当部５０６は他のユーザグループと当該第１のユーザグループとの間の
属性関係に従って、現時点における第１のユーザグループの複数のリソースを他のグルー
プに割り当てるように、具体的に構成される。
【０１１４】
　図８において示されるように、上記装置はさらに：
　１つ以上のユーザグループについての性能統計を取るように構成される、統計部５０７
；を含む。
【０１１５】
　ユーザ分類装置は、基地局、ネットワークコントローラ、又は他の装置であってもよく
、これについては本発明において限定されない、ということに注意すべきである。
【０１１６】
　本発明の実施例はユーザ分類装置を提供し、ＵＥの属するユーザグループのグループ番
号情報を決定するために、ＵＥのユーザ情報パラメータが受信され、かつユーザ情報パラ
メータに従って、事前設定されたマッピング情報が探索され；ＵＥの属するユーザグルー
プは、グループ番号情報を含むグループ情報又はグループ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤを
含むグループ情報に従って識別され、これによりサービスの提供を受ける複数のユーザを
分類する。従って、オペレータは、異なる複数のユーザグループについて、関連する処理
を実行することが可能となり、そして当該オペレータにとってより良いサービスを提供す
ることが可能となる。
【０１１７】
　本発明の実施例は、ユーザ分類装置を提供する。図９において示されるように、ユーザ
分類装置は以下の内容を含む：
【０１１８】
　受信部９０１は、ユーザ装置ＵＥのユーザ情報パラメータを受信するように構成される
。
【０１１９】
　当該ユーザ情報パラメータは、ＵＥの特徴を識別するために使用される情報パラメータ
である。
【０１２０】
　具体的には、受信部９０１は、コアネットワークにより送信されるＵＥのユーザ情報パ
ラメータを受信するように具体的に構成され；又は受信部９０１は、隣接基地局により送
信されるＵＥのユーザ情報パラメータを受信するように具体的に構成される。
【０１２１】
　プロセッサ９０２は、受信部９０１により受信されたユーザ装置ＵＥのユーザ情報パラ
メータ及び事前設定されたマッピング情報に従って、ＵＥの属するユーザグループのグル
ープ番号情報を決定するように構成される。
【０１２２】
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　マッピング情報は、ユーザ情報パラメータとユーザグループのグループ番号情報との間
のマッピング関係であり、かつオペレータの運営ポリシーに従って事前に設定される。
【０１２３】
　プロセッサ９０２は、グループ情報を使用することにより、ＵＥの属するユーザグルー
プを識別するように、さらに構成される。
【０１２４】
　当該グループ情報は、グループ番号情報を含む。
【０１２５】
　プロセッサ９０２は、ＵＥの公衆陸上移動通信網識別情報ＰＬＭＮ　ＩＤを取得するよ
うに、さらに構成される。
【０１２６】
　プロセッサ９０２は、ＵＥのＰＬＭＮ　ＩＤに従って、ＵＥに対応する事前設定された
マッピング情報を検出するように、さらに構成される。
【０１２７】
　具体的には、プロセッサ９０２は、ＵＥのユーザ情報パラメータ及びＵＥに対応する事
前設定されたマッピング情報に従って、ＵＥの属するユーザグループのグループ番号情報
を決定するように、具体的に構成される。
【０１２８】
　また、グループ情報は、さらに、ＰＬＭＮ　ＩＤを含む。
【０１２９】
　この場合において、プロセッサ９０２は、具体的には、グループ番号情報及びＰＬＭＮ
　ＩＤを共に使用することにより、ＵＥの属するユーザグループを識別するように構成さ
れる。
【０１３０】
　プロセッサ９０２は、さらに、１つ以上のユーザグループのリソース割合に従って、当
該１つ以上のユーザグループに複数のリソースを割り当てるように構成される。
【０１３１】
　具体的には、プロセッサ９０２は、当該１つ以上のユーザグループのリソース割合及び
当該１つ以上のユーザグループの使用される複数のリソースについての統計的情報に従っ
て、当該１つ以上のユーザグループの優先順位を決定するように、具体的に構成される。
【０１３２】
　また、プロセッサ９０２は、具体的には、高い優先順位を伴うユーザグループに対して
、最初に複数のリソースを割り当てるように構成される。
【０１３３】
　また、プロセッサ９０２は、第１のユーザグループが存在する状況において、現時点に
おける第１のユーザグループの複数のリソースを他のユーザグループに割り当てるように
、さらに構成される。
【０１３４】
　当該第１のユーザグループは、当該現時点において如何なるリソースも使用しないユー
ザグループである。
【０１３５】
　具体的には、プロセッサ９０２は、他のユーザグループと第１のユーザグループとの間
の属性関係に従って、現時点における第１のユーザグループの複数のリソースを他のユー
ザグループに割り当てるように、具体的に構成される。
【０１３６】
　プロセッサ９０２は、１つ以上のユーザグループについて、性能統計を取るように、さ
らに構成される。
【０１３７】
　ユーザ分類装置は、基地局、ネットワークコントローラ、又は他の装置であってもよく
、これについて本発明においては限定されない、ということに注意すべきである。
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【０１３８】
　本発明の複数の実施例は、ユーザ分類方法及び装置を提供し、ここで、ＵＥの属するユ
ーザグループのグループ番号情報を決定するために、ＵＥのユーザ情報パラメータが受信
され、かつ当該ユーザ情報パラメータに従って事前設定されたマッピング情報が探索され
；グループ番号情報を含むグループ情報又はグループ番号情報及びＰＬＭＮ　ＩＤを含む
グループ情報に従って、ＵＥの属するユーザグループが識別され、これにより、サービス
の提供を受ける複数のユーザが分類される。従って、オペレータは異なる複数のユーザグ
ループについて、関連する処理を行うことが可能となり、そしてオペレータにとってより
良いサービスを提供することが可能となる。
【０１３９】
　前述の複数の説明は、単に本発明の特定の複数の実施例であり、本発明の保護範囲を限
定することは意図されていない。本発明において開示される技術的範囲内において当業者
により容易に考え出される変更又は置換は、いずれも、本発明の保護範囲に属さなければ
ならない。従って、本発明の保護範囲は、複数の特許請求項の保護範囲に従わなければな
らない。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】
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【図８】

【図９】
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